
公的研究費補助金 管理・監査のガイドラインに基づく体制  

 

監  事 

短期大学事務次長 
（         ） 

（         ）

 

（         ） 

（    ）       

（     ）      

  （        ） 

（        ） 

（        ） 

不正防止計画推進担当  

法人事務局次長・短期大学事務長

 法人事務局次長 

発注担当 

経理担当 

検収担当 

・研究活動上の不正行為防止と経費の運営、管理、不正防止 
・不正防止計画の策定と着実な実施と管理 
     (             ) 

相談窓口 

公的研究費補助金担当

・競争的資金等の運営・管理についての最終責任者 
・不正防止計画の策定と着実な実施と管理

最高管理責任者 

昭和学院短期大学長 

統括管理責任者 

法人事務局長 

研 究 者 

不正行為通報窓口 

公的研究費補助金通報担当 

（        ） 

平成２４年度 

昭和学院短期大学 


